
特に無し。

留　 意　 事 　項　／　そ　の　他

○ 現場 事務所内

安全衛生環境協議会の運営

取　組　み　内　容

・技術系社員が中心となり運営していた工事所で実施する安全衛生環境協議会について、2024年9月より資料作
成（工程表等技術系社員でしか作成できない資料を除く）から司会進行、議事録作成、欠席会社への周知までの
ほぼ全ての役割を、事務系社員が行うこととした。
・これまでも一部の事務系社員は実施していたが、技術系社員と事務系社員との役割分担を明確化し、支援体制
を整えたことから、原則事務系社員が取り組むことになった。

効　　　　　　　果

・工事所所属の技術系社員が施工管理に集中できる環境を整えることにより、生産性の向上と労働時間削減に寄
与する。
・事務系社員が工事の進捗状況や安全・衛生・環境に対する理解を深めることにより、技術系社員へのさらなる
サポートに繋がる。

写真データ等があれば貼り付けてください。


